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白井市行政経営改革審議会委嘱状交付式及び第１回会議 会議録（概要） 

 

 

１ 開催日時 平成２９年５月１日（月）午後６時３０分から午後８時４０分まで 

２ 開催場所 市役所３階 会議室２ 

３ 出 席 者 坂野会長、宗和副会長、片桐委員、伴委員、藤井委員、本松委員、 

山本委員 

４ 欠 席 者 岩井委員 

５ 事 務 局 伊澤市長 総務部 笠井部長 

行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

６ 傍 聴 者 １人 

７ 議 題 委嘱状交付式 

       会長・副会長の選出 

       第１回会議 

       議題１ 行政経営改革審議会の役割について 

       議題２ これまでの市の行政改革の取り組みについて 

       議題３ 行政経営改革実施計画策定の進め方について 

       議題４ 会議の開催スケジュールについて 

８ 議 事 

事務局（元田）  本日は、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

本日は岩井委員がご欠席、藤井委員が３０分程度遅れる旨のご連

絡をいただいています。 

それでは、ただいまから、白井市行政経営改革審議会委嘱状交付

式及び第１回会議を開催いたします。 

本日進行を務めます事務局の行政経営改革課の元田と申します。

よろしくお願いいたします。 

はじめに本日のスケジュール等をお知らせいたします。 

本日は、このあと市長から委嘱状の交付をさせていただきまして、

市長挨拶、委員紹介として皆様からの自己紹介をしていただいた後、

会長、副会長の選出を行っていただきます。 

その後、第１回会議を開催し、議題に入ります。本日の議題は４

つです。 

議題１といたしまして、「行政経営改革審議会の役割」を事務局

から説明いたします。議題２といたしまして、「これまでの市の行

政改革の取り組み」について説明いたします。議題３といたしまし

て、「行政経営改革実施計画の進め方」について説明します。議題

４といたしまして、「今後のスケジュール」について決定していた

だきます。また、その他として、あらかじめ送付した委員の皆さん

のご住所などの資料をいただければと思っております。 
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それでは、白井市行政経営改革審議会の委嘱状交付式を行います。 

恐れ入りますが、順番にお名前をお呼びいたしますので、自席で

ご起立ください。委嘱状の交付は、伊澤市長から行わせていただき

ます。 

坂野 喜隆 （さかの  よしたか） 様 

宗和 暢之 （そうわ  のぶゆき） 様 

片桐 幸雄 （かたぎり さちお） 様 

伴  隆夫 （ばん たかお） 様 

本松 千波 （もとまつ ちなみ）様 

山本 薫  （やまもと かおる）様 

 

なお、本日まだお見えになっていらっしゃらない藤井委員には、

後ほど。ご欠席の岩井委員については、郵送により委嘱状を送付い

たします。 

 

事務局（元田）  行政経営改革審議会の開催に当たり伊澤市長からご挨拶申し上

げます。 

伊澤市長 皆さんこんにちは。市長の伊澤史夫でございます。 

本日は大変お忙しい中、行政経営改革審議会にご列席いただきま

してありがとうございます。そして、ただいま委嘱状交付をさせて

いただきました８人の委員の皆様方には、快く委員を引き受けてい

ただきましたことを心から御礼と感謝を申し上げます。 

 この会議は、実は私は、市長になる前は白井市の職員だったわけ

ですが、１０年前、北海道の夕張市が国の財政再建団体になったこ

と、いわゆる財政破綻をした、そのニュースが大変ショックであり

ました。 

 それまで、平成に入ってから、少しデフレで不景気だといわれる

中でも、行政、地方自治体というのは、人口は微増で増えて、そし

て税収も増えて、いわゆる右肩上がりで、右肩下がりは来ないだろ

うと、平成の一桁の中盤ぐらいは思っていたわけです。 

 その後、平成１０年を過ぎたころから人口はどんどん減ってくる

だろうと。そして、厳しい団体が少しあるとは聞いていましたし、

言葉としては、もちろん財政再建団体とは何かとは知っていたので

すが、夕張市が財政再建団体になるとは思いもしませんでした。 

 その後いろいろな報道では、夕張市に近い財政状況の団体もある

とのことで、これから市町村も破綻する時代が来たなと、それが大

変ショックでありまして、平成２３年に市長になったわけでござい

ますが、市長になってから、市の財政、持続ある行政運営はどうし

たらいいだろうと、ずっと考えてきました。 
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 そういう中、いろいろなことを考えて一昨年、行政経営有識者会

議を設置いたしました。 

 これはどういう審議会かと言いますと、今までは行政改革につい

ていろいろな立場の専門家や市民からの意見を頂きながら、仕事の

見直し、事務事業の見直しする改革を昭和の時代から続けてきたわ

けでございますが、これからはそういうやり方では多分、立ち行か

ないときが来るのではないか。そういうことを考えまして、行政も

民間経営の手法に倣って経営感覚の視点から取り組む必要がある

だろうということで設置した審議会です。 

 通常、白井の場合はこのような会では、公募市民を入れるのです

が、この会については公募市民を入れないで、大学の教授、シンク

タンクの方等、本当に専門家だけで純粋に行政経営について話し合

っていただいて、私も何度か会議に出席させていただいたのですが、

十数回の会議では、大変素晴らしい議論や行政のコスト意識につい

ても、かなり厳しいご指摘があり、行政にとっては大変厳しい指摘

が多数ございました。 

 それで、今年の３月に行政経営指針を策定し、この行政経営指針

を頂くときに、白井市で市民に公開してシンポジウムを開きまして、

この講演会の講師には衆議院議員の河野太郎元行政改革担当大臣

に来ていただきましたので、講演の後、私と行政経営有識者会議の

方とパネルディスカッションをして、これからの行政経営はどうし

たらいいかということを議論したわけです。 

 この中で私からも話しをしたのですが、この行政経営というのは

追い詰められてから行革をしたのでは、スクラップ・アンド・スク

ラップになってしまう。新しい行政ニーズの変化に対応ができなく

なってしまう恐れがあるということで、白井市はまだ体力がありま

す。この体力のあるうちに、この体質を変えていって、新しい行政

ニーズに対応できるような体質をつくっていかなきゃいけないと。

当然、スクラップとビルドが必要であります。そういう形がだんだ

んできつつあるのかな、というところにいるわけでございます。 

 そして、行政経営指針に基づいて、これからは実施計画を作って

いくわけでございます。この実施計画の策定に当たって、ぜひ皆様

方の専門的な知識あるいは市民公募の方も４名いらっしゃいます。

それぞれの市民感覚から見た役所行政のあり方について、忌憚のな

いご意見、そして専門家の皆様にはご指導を賜ることを願うところ

でございます。 

 せっかくの機会ですから、今の市政について少しお話したいと思

います。今日、市役所に入ってくるときに工事中でご迷惑を掛けた

と思います。これは東日本大震災、６年前の地震のときに、この庁
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舎が耐震不足で災害対策本部が設置できなかった。そこで、隣の保

健福祉センターに設置したのですけれども、やはりこの庁舎じゃな

いと緊急連絡が取れないということで、この庁舎に戻って、職員も

余震の中、本当に危険な状況でもあったのですが、職務をここで遂

行してもらったところです。 

 一日も早い耐震性のある庁舎をつくって、市民の安心・安全の拠

点づくりをしなくてはならないということで、これもいろいろな

方々、専門の先生とか建築の専門家にお願いして考えていただいて、

まず経済性、安くできること。そして環境に優しいつくり方という

ことで、出た結論が減築と新築ということで、この８階の建物を、

５階から上は減築します。減築することによって、８階建ての躯体

にすることから、これで耐震性が確保でき減築して足りなくなった

面積分を隣に新築するというものです。 

 今、作ったのが新築の庁舎で、実は昨日、内覧会を行って完成い

たしました。この連休に引っ越しをして８日から業務開始ですけれ

ども、まだこちらの棟の減築が終わりませんから、工夫をして、会

議室をつぶして執務室にする。文化会館を利用して議会を開くとか、

減築が終わるまでの１年間は、何とか工夫して、最低の経費でしの

いで、来年の５月にグランドオープンします。 

 ここの棟にも事務室ができるということで、この庁舎建設に当た

っても経費の節減、環境負荷の低減も図ったということで、恐らく

全国では初めての減築新築の手法だったと思います。考えてくれた

先生方、専門家の方には本当に素晴らしい案だなと、昨日もそうい

う話が多くの方々から出ていました。 

 そして、これは本当に良かったことですが、白井市は警察署がな

かったのですけれども、警察署も減築棟、この庁舎の１階に入って

いただくということで、これも県からいろいろご支援いただいて、

場所を提供するという約束で、そういうことをやったのです。この

庁舎建設一つを取っても考え方、いろいろなことを考えていけば素

晴らしいものが出来上がると、そういうことを実感いたしました。 

 このようなことから、この行政経営についても、ぜひ皆さんの持

っている知識・経験を忌憚なく伝えていただいて、素晴らしい行政

運営ができて、先人から引き継いだ白井市、必ず次の世代に引き継

げるような、そういうまちを皆さんとともにつくっていきたいと思

いますので、どうかよろしくお願いします。 

 ちょっと長くなりましたが、近況も兼ねて皆さんに報告をさせて

いただきながら、ご挨拶とお礼とさせていただきます。本日は誠に

ありがとうございました。 
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〔藤井委員の委嘱状を交付〕 

 

事務局（元田）  それでは続きまして会長・副会長の選任をお願いしたいと思って

おります。始めに恐縮ですが自己紹介ということで、お手元に配布

しております資料１委員名簿の順に坂野委員から委員の自己紹介

をお願いしたいと思います。では、坂野喜隆委員、よろしくお願い

いたします。 

坂野委員   皆さん、こんばんは。先ほどの伊澤市長のお話に応えまして、私

も熱い思いを受け止めさせていただきます。私は流通経済大学法学

部の坂野と申します。よろしくお願いいたします。専門は行政学、

地方自治論ということで、行政改革あるいは行政評価、あるいは参

加・協働とさまざまなことをやっておりまして、こちらの市でも、

市民参加推進というところで２期を務めさせていただきまして、約

６年お付き合いがあると思います。私、喋りだすと長いので、適当

なところで止めてください。 

  それで、私は、今日は新松戸のキャンパスからやってまいりまし

て、本学も非常にこちらの学生も多く、私が今日、白井に行くよと

言うと、先生、今日も来るのですね、と言っていました。その子た

ちは、西白井に少なくとも４人、うちの学生がおりまして、びっく

りしておりました。 

  そういうことで、私が白井に行っているということで、学生たち

も大変喜んでおります。ただ、私が自分の専門をちゃんと生かせて

答えを出せるかどうかというのも、市長の熱い思いに応えられるか

ということとともに、非常に緊張し身も引き締まっております。私

の体がどんどん痩せていけるように、皆様と一緒に慎重審議をさせ

ていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では宗和暢之委員、よろしくお願いし

ます。 

宗和委員     有限責任監査法人トーマツパブリックセクター部の宗和と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。政策コンサルタントと書

いていますけれども、日常は自治体を対象にさまざまなコンサルテ

ィングをさせていただいております。実を言いますと、白井市さん

に対しましても、もう１０年近くになると思うのですけれども、一

度ご支援をさせていただく機会がありまして、懐かしいなと思いな

がら、また、こちらのほうに本日出させていただいたところです。

さまざまな経験をしてきたわけですけれども、何か、今回の白井市

さんの行政経営の見直しに役立つところがありましたら幸いに思

います。どうぞよろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では藤井委員、よろしくお願いいたし
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ます。 

藤井委員    本日は遅れまして本当に申し訳ございませんでした。一般社団法

人政策人口研究所の藤井と申します。私は、一般社団法人と、何か

ちょっと偉そうな感じで書いてあるのですけれども。２年前に個人

で立ち上げた研究所でございます。それまでは大学に所属しまして、

人口学が専門でございますので、神奈川県とか柏市、中野区、所沢

市などの自治体の将来人口推計とか、あとは医療需要サービス推計

とか世帯推計とか、労働力推計とかそういう、データを使った将来

の見通しみたいなものの推計業務を行ってまいった研究所でござ

います。 

    今回、大都市郊外における高齢化の研究者、と書いてあるのです

けれども、高齢化だけではなくて世代交代とか、あとミクロレベル

でどういうふうに市街地が今後変化していくのかというような空

間人口学みたいなものをやっておりますので、施設の適正な配置と

か、そういうところでもデータを基にお役に立てたらと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。片桐幸雄委員、よろしくお願いします。 

片桐委員    片桐と申します。私は市内の○○というところに住んでおりまし

て、もうかれこれ２０年以上になります。一応、新住民ですけれど

も、だいぶ古くなりましたので、いろいろなことが目に見えてくる

というか、仕事柄、全国あちこち行っていますけれども、今しかな

いかという気がいたします。僕が一番、利用頻度が高いのは図書館

です。図書館も含めて、割と僕が行った場所です。その中で何がで

きるかわかりませんけれども、少しでも市民目線で話ができれば、

それでいいだろうという気がいたしました。いろいろとよく考えた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。伴隆夫委員、よろしくお願いします。 

伴委員    伴隆夫と申します。一般の会社に入りましてから４０年ぐらい、

それでニュータウンができましてから○○に、まだ長靴を履いたま

まで引っ越してきたぐらいのときから来ております。一般的に、昔、

言われていましたが、東京市民です。４０年間、もっぱら東京に通

っていたということです。縁がありまして、白井市のシルバー人材

センターに、これは強引に入れられたのですけれども、入った途端

に理事をやれと言われて、理事と理事長を１０年、案外、東京市民

が、本当に白井市民になったなという感じの１０年でございました。

多分、経営とか政策というのは非常に難しい問題を、どう具体的に

するのかという問題になると思いますが、できましたら、経験のう

ち一つでもお役に立てばと思っております。よろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では、本松千波委員よろしくお願いし
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ます。 

本松委員    本松千波と申します。今、大学生です。白井には幼稚園のころか

ら住んでいるので、１０年以上います。多分、ご存知のとおり、ま

だ知識もほとんどない中来てしまったのですけれども。審議会を通

して学びつつ、何かお役に立てればと思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

事務局（元田）   ありがとうございました。では、山本薫委員、お願いします。 

山本委員    山本薫と申します。私は２０１１年から白井に越してきまして、

こちらで生まれ育ったのではないのですけれども、生活していくう

ちに、ここに住んでいながら、ただ暮らしているというだけで、市

の行政とかはそれほど、当然ながら、かかわったりしていなかった

ので、そろそろ７年ぐらいたってみて、市民の観点からですけれど

も、内側からも見てみたいなと思うと言いますか、自分の、本当に

ただ一市民ですけど、市は市民でできているじゃないですか。なの

で、気が付いたこととか感じたことがどなたかの役に立てるように

反映されたらいいと思いますし、私の見えていない、知らない、た

だ、どこか知らない人たちからの声で聞こえてきたものを信じると

か、うわさだけで想像でいくのではなくて、実際を知ってみたいと

思いまして、自分も学びながら、また自分でできることであれば、

それが小さな力にでもなったらと思ったので、応募させていただい

たのですけれども。大勢いらっしゃる中からなぜか選んでいただけ

たので、とても光栄に思い、できる限りのことはさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   皆様ありがとうございました。日本大学法学部公共政策学科の准

教授でいらっしゃいます岩井委員については、第２回会議で自己紹

介を頂きたいと思っております。 

  それでは市職員の紹介をさせていただきます。白井市総務部長の

笠井でございます。 

事務局（笠井）   皆さん、こんばんは、笠井です。私のほうは皆さんの大切な税金

を有意義に使って、多くの市民が納得できるような行政改革を進め

ていきたいと思います。ぜひ協力をお願いします。 

事務局（元田）   続きまして行政経営改革課長の岡田でございます。 

事務局（岡田）   行政経営改革課、課長の岡田と申します。よろしくお願いいたし

ます。本日は、皆様におかれましては快く委員をお引き受けくださ

いましてありがとうございます。皆様から、いろいろなご意見を頂

ければと思っております。よろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   行政経営改革課の高山でございます。 

事務局（高山）   高山と申します。よろしくお願いします。去年、先ほどの指針を

担当しておりまして、今回、実施計画を皆さんにご審議いただくと
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いうことで、立派な計画を作りたいと思っておりますので、ご協力

お願いします。 

事務局（元田）   最後に私、行政経営改革審議会、この審議会を担当させていただ

きます元田と申します。メールとかではいろいろ何度かやり取りを

させていただいたのですが、本日、初めてお会いさせていただく方

もいらっしゃいますので、よろしくお願いします。審議会では、皆

さんの意見をもとに、良い計画案を作っていきたいと思っています

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、次第に従い、会長・副会長の選出に移り

ます。お手元にございます資料４、白井市行政経営改革審議会要綱

第４条第１項で、会長・副会長につきましては委員の互選により定

めると規定しておりますので、初めに会長の選出を行います。会長

の立候補、推薦等がありましたらお願いいたします。 

事務局（笠井）   最初に会長が何をやるかということを説明した方がいいのでは

ないかな。 

事務局（元田）   はい。では、また後ほどにもご説明をさせていただきますが、お

手元の資料４をごらんください。資料４の第４条です。審議会に会

長及び副会長を置き委員の互選によりこれを定める、としておりま

す。会長の役割として、会長は会務を総括し審議会を代表するとい

うことになっております。また、第５条になりますが、審議会は会

長が招集し、会長が議長となるということになっております。この

審議会で会長に行っていただきたいのは、審議会の関係の代表とい

うことと、あと審議会をまとめていただくということが会長に求め

られている職務ということになっております。 

 順番がおかしくなってしまったのですが、委員で、ぜひ会長に私

が、というような立候補の方か、またはどなたかご推薦の方がいら

っしゃいましたら、お願いしたいと思います。なかなか難しいです

か。はい、どうぞ。 

宗和委員    白井市のこともよくご存じだと思いますので、坂野委員を推薦し

ます。 

事務局（元田）   ありがとうございました。ご推薦がありましたが、坂野委員、会

長はいかがでしょうか。 

坂野委員    では、謹んで受けさせていただきます。よろしくお願いします。 

事務局（元田）   ありがとうございます。では坂野委員、会長をお願いしたいと思

います。続きまして、副会長の選出に移らせていただきます。 

 副会長については、先ほどの資料４をごらんください。第４条の

第２項になります。副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときはその職務を代理する、ということになって

いるところです。会長がいらっしゃるときは、副会長の職務という
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のは特にないのですが、会長がいらっしゃらないときは会長の代わ

りをしていただくというのが副会長の職務ということになってお

ります。 

 それでは、副会長に立候補またはご推薦、どなたかありましたら

お願いいたします。 

事務局（元田）   いらっしゃいませんか。 

事務局（笠井）   坂野会長、どなたか副会長をご推薦はいかがですか。 

坂野会長    難しいですね。岩井先生がおられないので難しいです。この場で

あえて挙げさせていただくならば、宗和先生ということになるのだ

と思いますが。 

事務局（元田）   それでは、宗和委員いかがでしょうか。 

宗和委員    かしこまりました。 

事務局（元田）   ありがとうございます。それでは宗和委員、副会長をお願いいた

します。それでは坂野委員、会長席のほうに座っていただいてよろ

しいでしょうか。 

    移動していただいて早々ですが、市長から行政経営改革審議会、

諮問を行います。坂野会長、ご起立ください。 

伊澤市長    白井市行政経営改革審議会会長様。白井市行政経営改革実施計画

の策定、評価方法の検討及び実施状況の評価について諮問します。

白井市長、伊澤史夫。よろしくお願いします。 

坂野会長    謹んでお受けさせていただきます。 

伊澤市長    よろしくお願いします。 

事務局（元田）   では、ここで第１回審議会の会議の進行等について会長と打ち合

わせのため、ちょっとお時間を頂き、会議の休憩を取らせていただ

きます。また市長につきましては、大変申し訳ありませんが、公務

のため退出させていただきます。 

伊澤市長    それでは皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

〔休憩〕 

 

事務局（元田）   大変お待たせいたしました。会議の開催に当たり、冒頭に事務局

から会議の運営方法について、ご説明をさせていただきます。 

 本日、会議は公開します。現在、傍聴はたまたまいらっしゃいま

せんが、本日の会議と、今後の会議の開催に当たり、この行政経営

改革審議会については白井市の審議会等の会議の公開に関する指

針に基づいて公開をさせていただきたいと思います。 

 また、本日の会議も含めてですが、会議録は事務局が作成し、ホ

ームページなどで公開させていただきます。また会議録作成のため、

会議についてはＩＣレコーダーで録音させていただいております。 
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 なお、この会議録の作成に当たり、事務局としては、これから計

画を策定する都合、会議における議論の流れ、皆さんの委員の議論

の流れがわかるように、委員の氏名を明らかにした上で、委員の発

言について逐語、それぞれのことを記録した上の会議録を作ってい

きたいと思っています。 

 会議録の内容については、もちろん委員の皆さんに発言内容を確

認していただいた上で、公開したいと考えております。特に問題が

なければ、そのようにしたいと考えておりますが、委員の皆様、よ

ろしいですか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

事務局（元田）   ありがとうございます。それでは、そのような形で会議を運営さ

せていただきたいと思います。 

 あらためまして、これから第１回行政経営改革審議会の会議を開

催させていただきます。会議の進行は白井市行政経営改革審議会要

綱第５条第１項の規定により、会長が議長となりますので、坂野会

長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

坂野会長    はい。では、着座してお話させていただきます。よろしくお願い

します。では、早速始めさせていただきますが、こちらの会長挨拶

は省略させてください。しゃべるのではあれば、いくらでもしゃべ

りますが、取りあえず早く終わらせたほうがいいかと思いますので、

先に進ませていただきます。 

 それでは次第に沿って進めさせていただきます。最初に、こちら

の次第に従いますと議題１、行政経営改革審議会の役割について、

というところでございます。では事務局のほうで、ご説明よろしく

お願いいたします。 

事務局（元田）   それでは議題１、行政経営改革審議会の役割についてご説明をさ

せていただきます。使う資料は資料２、資料３、資料４の３つの資

料を使います。ただ、３と４については、その内容が資料２に書か

れていますので、資料２を使ってご説明をさせていただきたいと思

います。 

 １、行政経営改革審議会について、ということで設置目的につい

てご説明をさせていただきます。白井市行政経営改革審議会は、行

政経営改革に関する計画の策定及び推進等に関する事項について

調査審議するために設置された附属機関となります。この附属機関

とは、市民や学識経験者等で構成され、白井市の事務における必要

な調停、審査、諮問に対する審議、調査等を行うため、地方自治法

という法律の第１３８条の４、第３項に規定されているのですが、



- 11 - 

 

そちらに基づいて設置される組織をいいます。設置目的の詳細は、

資料３、４にお示ししているとおりです。 

 この行政経営改革審議会の役割について、（２）所掌事務で説明

させていただきます。これは資料３の、先ほどの部分の条例の文言

に該当する部分です。この行政経営改革審議会は一つ目の役割とし

て、先ほど市長の諮問をさせていただきましたが、市長の諮問に応

じて、行政経営改革に関する計画の策定及び推進等に関する事項に

ついて調査、審議し、答申します、ということになっております。 

 諮問の内容は、本日配布しました封筒の中に諮問書という形で入

れさせていただいています。諮問の内容については、また後ほどご

説明をさせていただきます。 

 この行政経営改革審議会のもう一つの役割としては、市長に意見

を述べることができますということになっています。先ほど山本委

員からもお話がありましたが、市民としての行政経営改革の関係で、

こういう視点があるとか、また学識経験者の意見ということで、こ

ういうのがあるのではないかということで、先ほどの諮問に関する

こと以外についても、この会議の中で議論した上でということにな

りますが、市長に意見を述べることができます。 

 また所掌事務に関連してですが、市長はこの行政経営改革審議会

の答申や意見をもとに判断し、計画や推進に関することについて決

定しますということになっております。皆様の意見、調査審議の内

容を踏まえて、今回の行政経営改革の実施計画を作らせていただく

ということになっております。 

 （３）として、皆様、委員についてご説明をさせていただきます。

行政経営改革審議会の委員は、４名の学識経験を有する者というこ

とで、先ほどご紹介いただきましたが、大学の先生、いろいろな研

究者の方の４名と、あと４名の市民、計８名によって組織されてい

ます。学識経験者の委員については、行政学と自治体広報、大都市

郊外における高齢化の研究者や政策コンサルタントに依頼をして

います。 

 市民の委員については、公募により選出しております。この公募

というのが、先ほど自己紹介のところでも少し触れられていたと思

いますが、白井市では住民基本台帳から無作為抽出した名簿を作っ

ており、その名簿をもとに、このような審議会に興味のある方は登

録しませんかというような形でお声掛けをさせていただいており

まして、その中からあらかじめ定めた規定に基づいて、順位が優先

の方から電話とかをさせていただいて、いかがですか、立候補しま

せんかということで選ばせていただいた２名、計４名によって選出

されているところです。 
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 市は、専門家の視点や生活者としての市民の視点など、多様な視

点により調査審議していただくことを期待しています。先ほどもお

話がありましたが、多様な視点ということで、いろいろなところで、

市の職員だけが作ったのでは、市民にとってよい計画かどうかがわ

からない計画になってしまいますので、これを専門家の視点や、住

んでいる生活者の市民としての視点、このようなところで多様な視

点をもとに調査審議をしていただきたいと思っています。 

 なお、委員の任期は３年間で、任期中は白井市の非常勤特別職と

なります。 

 続いて、（４）会議についてです。先ほどと少し重複するところ

ですが、行政経営改革審議会の運営に際しては、会長及び副会長の

役職を置き、委員の互選によって定めます。会長は行政経営改革審

議会を代表し、副会長は会長を補佐するということになっておりま

す。今回、会長に坂野委員、坂野会長に就任していただきました。

副会長に宗和副会長に就任していただきました。これからいろいろ

と私のほうもお願いすることがあると思いますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 また、行政経営改革審議会は、会長が招集し、過半数の委員の出

席で成立します。また、議事は出席委員の過半数で決定するという

ことになっております。 

 先ほどもご説明させていただきましたが、会議は原則公開とし、

必要に応じて、委員以外の出席を求め意見及び説明を聞くことがで

きますということになっております。 

 続きまして、今回の諮問事項についてご説明させていただきます。

行政経営改革審議会の役割ということで、裏面をごらんください。

先ほど諮問書というのを市長のほうからお渡しさせていただいた

ものを、皆様の封筒の中に入れさせていただいたのですが、そちら

についても、もしよろしければ、ごらんいただければと思います。

Ａ４の１枚紙です。それでは、行政経営改革審議会の役割について

ご説明させていただきます。 

 市は、将来像を「ときめきとみどりあふれる快活都市」と定め、

その実現を目指し、第５次総合計画、これは平成２８年度から平成

３７年度までの計画になっておりまして、白井市ではこちらを策定

しています。この総合計画は、白井市の行政運営を総合的かつ計画

的に推進していくための最上位の計画であって、長期的なまちづく

りの方向性を示すための指針ということになっております。この総

合計画の実現を下支えし、将来を見据えた持続可能な行政運営を推

進するための基本指針として、第５次総合計画との整合性を図った

平成２９年度から平成３７年度までの行政経営指針を策定しまし
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た、ということになっています。これは先ほど市長がご説明させて

いただきました１２回の会議を行って作ったもので、皆様のお手元

に郵送でカラーの資料で送らせていただいたものになっておりま

す。こちらは行政経営指針ということになっています。 

 今回、皆様、行政経営改革審議会の委員については、この白井市

行政経営指針に基づいて具体的な取り組みの内容、時期、目標を明

確にすることで、市の行政経営改革を着実に推進するための白井市

行政経営改革実施計画の策定に関し、調査審議いただきたいという

ことが、本日、先ほど市長が諮問した諮問１になっていますが、市

の計画の策定に関して多様な意見を頂きたいということになって

おります。 

 また、計画の推進を図るため、白井市行政経営改革実施計画の評

価方法について調査審議をいただくとともに、市の計画の実施状況

について、外部の視点で評価をいただきたいということになってい

ます。計画を策定するに当たって、計画についても、どういう視点

で評価を、計画がちゃんとできているか・できていないか、これに

ついてはその視点、指標自体も皆様に多様な意見をもとに評価方法

というのも決めていきたいと思っています。こちらが諮問の２とい

うことになっています。 

 その後、計画は来年からの計画になりますので、計画が終わった

後、１年ごとに外部の視点で評価をしていただきたいということに

なっています。これが諮問の３ということになっておりまして、諮

問の１としては、市の計画の策定に関してお願いしたいというのが

諮問の１。諮問の２が行政経営改革実施計画の評価計画の検討、こ

れを皆様の意見を踏まえて評価の仕方を検討していただきたいの

が諮問の２。諮問の３については、これは今年度ではなくて翌々年

度以降、２年後になりますが、白井市行政経営改革実施計画の実施

状況の評価、計画を作って市がそれをやります。そのやったことに

ついて、できているか・できていないかという評価を外部の視点で

評価していただきたいと思っています。こちらが行政経営改革審議

会の役割、諮問事項と役割ということになっております。説明につ

いては以上になります。 

坂野会長    ご説明ありがとうございました。ただ今ご説明いただきました内

容につきまして、ご質問やご意見ございますでしょうか。はい、お

願いします。 

宗和副会長   今、われわれの役割として３項目お示しいただいたのですけれど、

それをスケジュールに落としてみると、１番の白井市行政経営改革

実施計画の策定は、資料２の最後に図が載っていますけれども、平

成３２年まで延びているというのも、この計画策定は何年まで、何
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年やるのですか。 

事務局（元田）   計画自体は、資料としては計画期間のもので、策定自体は今年度

中の計画の策定を考えています。それに併せて、計画の策定と併せ

て評価の方法についても、今年度中に評価方法も決定していただけ

れば、諮問の１と２については本年度中に決定していただきたいと

思っています。 

坂野会長    ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。藤井

委員、よろしくお願いします。 

藤井委員    やはり同じ図でスケジュールのところですけれども、行政経営改

革実施計画が二つの尺にわかれていまして、最初のほうが３カ年、

次が５カ年の計画ということなのでしょうか。 

事務局（元田）   ありがとうございます。こちらについては、この総合計画は１０

年間の計画になっています。それを、白井市の場合は前期の５年と

後期の５年ということで、５年ずつの計画としているのですね。そ

れに合わせて実施計画についても、本来であれば５年という形がよ

かったのですが、もう既に総合計画は進んでいまして、今年２年目

になるのです。ですから、最初に作る計画については３年間の計画

を作っていただきたいと思います。今回、皆さんにお願いするのは、

この３年間の計画を作っていただくということが諮問の１という

ことになります。その後、２９、３０、３１年ということで、委員

の任期が３年間になりますから、次の委員の方に、その後の計画を

作っていただく。５年間の計画を作っていただくことになります。 

坂野会長    ありがとうございます。ほかに大丈夫ですか。ほかに何かござい

ますでしょうか。こちらのほうで指名させていただいて申し訳ない

のですが、山本委員、何かございましたら、初めての機会だと思い

ますので、わからないことは何でも聞いていただければ大丈夫だと

思いますので。 

山本委員    わからないだらけですが。 

坂野会長    そうですか。追々、その度に質問していただければ大丈夫だと思

いますので、こちらの事務局の方はすごく優秀な方ですから、大丈

夫だと思います。 

宗和委員    もう一つだけ言っていいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

宗和委員    私もわからないことだらけですけれど、今、総合計画、基本計画

という形で作っておられるのですが、こういう、今回、総合計画、

基本計画を作ったけれども計画倒れにならないように行政経営指

針と実施計画というのを作りますよということだと思うのですが。

行政経営指針とか実施計画という作り方、基本計画のほうは作られ

ていると思うのですけど、経営指針とか実施計画を作られるという
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やり方は、白井市さんとしては初めての取り組みになるのですか。 

事務局（元田）   今まで行政改革の、先ほど市長のお話がありましたが、削るとい

う形の行政改革という形で方針を作って、行政改革大綱というもの

を作っています。ただ、これについては、このままのやり方ではも

う限界が来ているということで、今回から初めて新たな形の計画と

します。 

宗和委員    今回から、こういうスタイルは初めて。 

事務局（元田）   はい。実施計画自体も、皆さん、今日は１回目の会議になります

けど、これから初めて作るというものになります。計画の内容も今

までとは少し内容を変えて、新しい計画という形で作っていきたい

と思います。 

伴委員    ただ、このやり方は、前回の総合計画でも、やはり総合計画をベ

ースにした実施計画というのは作っていますよね。この作り方、中

身はちょっと置いといて、作り方については、白井市はこういうや

り方を採っている。それと同じようなやり方を採るのかどうかとい

うことですか。 

事務局（元田）   実施計画という名前が二つあるのでわかりづらくなっているの

ですが、総合計画というところで、市の大きな基本方針をやる実施

計画と、今回はやり方、行政経営指針というのを新しく、総合計画

とは違って、先ほど宗和委員がおっしゃったとおりですけれども、

行政経営指針というものを作って、それに基づく具体的な政策の実

施計画というもので、総合計画の実施計画とは違う実施計画になり

ます。 

伴委員    中身は違いますが、作り方の手順というかテクニカルには、全体

の計画があって、具体的な実施計画とあって、それが本当は前に作

ればいいのでしょうけれども、期間スタートの段階で作るというや

り方ですね。 

事務局（元田）   はい。そのとおりです。 

坂野会長    伴委員、どうもありがとうございました。ほかに何かご質問等あ

りましたら。恐らく、こちらのほうの審議会の役割とともに、次の

議題２の行政改革の取り組みというところともちょっと絡むとこ

ろだと思いますので、いったん、こちらは次のところでまた質問し

ていただくということにして、議題１については以上としておきま

す。 

 続いて議題２でございますが、これまでの市の行政改革の取り組

みについて、というところでございます。事務局のほうでご説明の

ほどよろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   では議題２、これまでの市の行政改革の取り組みについて、とい

うことでご説明をいたします。お手元の資料５をごらんください。
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議題２については、主に資料５に基づいて説明をさせていただきま

す。先ほどご質問いただいたことや、市長が冒頭にご挨拶させてい

ただいた内容と重複してくるのですが、これまでの市の行政改革の

取り組みと、あと行政経営指針についてということで説明をさせて

いただきます。 

 では表面の１、これまでの行政改革の取り組みについての総括と

いうことでご説明させていただきます。市は、昭和６１年１月に第

１次行政改革大綱を策定して以来、現在の第４次行政改革大綱まで、

継続して行政改革に取り組んできました。この昭和６１年というの

は３３年前の計画になっています。これから第１次、第２次、第３

次、第４次ということで現在、第４次行政改革の大綱というのを作

って、平成２９年度は、その計画期間中ということです。 

 この間、事業の見直しや職員定数の削減、指定管理者制度の導入、

学校給食調理業務などの民間委託、ＮＰＯなどとの協働事業を進め

てきました。その結果、平成８年度から平成２７年度までの２０年

間の行政改革による効果額の総額は、こちらについては積み上げの

累計ということになりますが、約３６億円になり、一定の成果を挙

げてきました。 

 この３６億円、どういうことをやってきたかというと、職員定数

の削減については、平成１５年の４３９人から平成２７年度は４１

３人になっています。これは、職員自体は２０人しか減っていない

ではないかというところもあると思いますが、白井市の平成１５年

の人口というのが５万２，８１１人です。平成２７年は６万３，１

７５人ということで、人口としては約１万人が増えている。最近の

数字ではなかなか言わないのですが、昔は人口１００人に対して１

人ぐらいの職員が適正だというような話がありましたので、単純に

みると、職員が１００人ぐらい増加してもよかったのですが、職員

は２０人ぐらい減っているというようなこと、定数を抑制している

ということになっています。 

 続いて、指定管理者制度の導入ということで、駅前センターであ

ったり冨士センターであったり、そういうところに管理運営は、も

ともと市の職員がやっていたのですが、今は指定管理者制度という

制度を使って、民間の事業者の方が駅前センターなどの窓口とか駅

前センターの仕事というのを、業務の運営管理を行っておりまして、

現在１９施設に導入しています。 

 また、民間業務の委託として、給食の調理業務や保険年金課の窓

口業務については、民間の方が窓口業務を担っているというのが今

現在の取組みです。 

 また、学校の統廃合としては、白井第一小学校と白井第二小学校
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には分校というのがあったのですが、白井第一小学校の東分校とい

うのは昭和６１年、１９８６年に廃止をしています。また、第二小

学校の平塚分校については２００３年、平成１６年に廃校というこ

とになっています。そのほか職員手当の見直しをして、都市公園、

公園の３５箇所のごみ拾いとかを市民の方にお願いしている。こち

らについては報酬を出してということになりますが、ごみの清掃業

者とか造園業者ではなくて、市民の方に、自治会とかそういうとこ

ろに委託をしているということが今まであります。これが積み重な

って、２０年間で積み上げの累計ですけれども、３６億円の行革の

効果があったということになります。 

 ２番目として、行政経営改革の必要性についてご説明させていた

だきます。こちらも先ほど市長がお話をさせていただいたことと重

複してきますが、市はこれまで削減、行政改革の大綱という形で削

減の方法を今までやってきました。ただ、３３年前に始めて、今の

状況になってきて、これまでの考え方や手法では見直しの余地が少

なくなってきたというのが現状です。 

 また、白井市に関しては、白井市だけではないですが、今後直面

する人口減少や少子高齢化の進行に伴って、消費の縮小や労働力の

減少などさまざまな影響が生じるため、白井市というのは住民税、

住民の皆さんの収入に応じて税金がかかる住民税という税金が収

入の多くを占めているのですが、皆さんが高齢化すると仕事を退職

されるなどして収入が少なくなりますので、市の住民税が少なくな

ります。このように市の歳入が縮小する一方で、高齢化によって医

療費などの社会保障費が増加する。また、公共施設については老朽

化によって維持管理費の増加により歳出の増加が見込まれます。歳

入が減って歳出が増えるということで、市の財政状況が厳しくなる

ことが予想されるところです。 

 また、これらの、今まで経験したことのない課題に対応するには、

現在の行政改革、今までのやり方だけでは限界に達しているという

ようなところが今の白井市の課題になっております。 

 このため、市長の説明にもありましたが、行政経営の視点から改

革に取り組む必要があると考え、平成２７年度から白井市行政経営

指針を策定するということをやってきました。 

 下に、これからの白井市の課題について、少子高齢化の進み具合

とか人口減少、こちらについて、あくまでも推計になりますが、緩

やかに減っていくということ。あと、公共施設の老朽化ですね。平

成２８年度時点では、建設後３０年以上を経過した施設の述べ床面

積ということで、施設それぞれの１個１個ということではないので

すが、それぞれの施設の床面積の合計が、平成２８年度では５７％
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が３０年以上経過していたということになりますが、これからの見

込みですと平成３７年度、平成７年以前につくられた施設になりま

すが、こちらが８７％ということで、公共施設の老朽化など今まで

のルールとちょっと変わってくるというところが現状としてあり

まして、行政経営改革の必要性が生じているということになってい

ます。 

 では、続きまして、裏面をごらんください。先ほどの議題１と重

なってくるところですが、それらのこともあって、白井市は行政経

営指針というものを作りました。この行政経営指針の役割と位置づ

けについては、先ほどもご説明したように、第５次総合計画の実現

を下支えし、将来を見据えて持続可能な行政運営を推進するための

基本方針です。このように位置づけをしているところです。 

 また、この行政経営改革では、指針では、従来の縮小・削減のみ

に焦点を当てた行政改革の取り組みから脱却して、将来にわたって

持続可能なまちづくりを推進し、市民一人ひとりが自分なりの豊か

さを実現することを目的としています、ということにしています。

先ほどからいろんな意見を聞いて多様性の下で計画を作りたいと

いうような話をさせていただきましたが、このようなところで考え

ているところです。 

 行政経営指針では、市民自治のまちづくり、自立した行財政運営、

将来を見据えた公共施設等の適切な配置の三つの基本方針を定め、

基本方針の下に項目を設けた上で、それぞれ合計３８の取組項目を

設けています。３８の取組項目内容については、資料６をごらんく

ださい。 

 資料６として、字が細かく、たくさんあるので申し訳ないのです

が、この行政経営指針の計画の体系図ということになっています。

一番上に、基本方針１ということで、市民自治のまちづくりという

ことが書いてあります。市民自治のまちづくりとは、行政経営改革

を取り組むことにより将来にわたって持続可能なまちづくりを推

進し市民一人ひとりが自分なりの豊かさを実現できるまちを目指

します、ということを目標にしています。 

 この中に大きく市民自治のまちづくりを実現するためには三つ

の視点が必要だよねということで、一つ目は市民参加の充実が必要

ですというところ、２番目は地域コミュニティづくりが重要ですと

いうこと、３番目は情報共有の徹底と可視化が重要ですということ

で、３項目を定めています。 

 また、それぞれの項目の一つずつには、具体的な取り組みの項目

として、市民参加の充実であれば、市民参加条例、先ほど坂野委員

からお話がありましたが、市民参加条例や市民参加・協働のまちづ
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くりプランにより市民参加の活性化を進めます、という話や公益的

な市民活動を持続するために必要な支援を行います。公益的な市民

活動、市民の皆さんが活動している内容について、市としての必要

な支援や、③番としては、市民と積極的な話し合いを重ねながら市

民と市の両者が連携・協力して課題解決にあたり協働のまちづくり

を進めますといったような、細かな具体的な項目というのを定めて

いるところです。基本方針１というのは、全部で１６の取り組みと

いうことで出来ているところです。 

 続いて基本方針２自立した行財政運営ということで、こちらにつ

いては六つの取組項目がございます。この基本方針に実施した行財

政運営というのはどういうことかと言いますと、国や県に依存する

ことのない経営的な視点により自立した行財政を目指すとともに、

協働の視点に立った行財政運営を目指しますということです。 

 これは従来の行政改革と重複してくるところがありますが、それ

以外にも今回、例えば多様な人材の育成と確保などの六つの項目を

設けています。 

 一つ目は、効率的な行政組織の構築です。２番目が多様な人材の

育成の確保で、３番目が財源の確保、４番目が歳出の抑制、５番目

が事業主体、つまり、誰がやるのかということになりますが、事業

主体の見直し、６番目は、先ほど少し話をしました、評価となって

います。例えば、自立した行財政運営のためには三つの項目があっ

て、それぞれ下に幾つかの項目を、このように取り組んでいく、と

いう具体的な取り組みとなっています。 

 ３番目の基本方針の３については、公共施設等の最適な配置とい

うことで、こちらについては項目が一つしかありません。公共施設

の最適な配置というのはどういうことかといいますと、公共施設等

の老朽化対策を進めるために、中長期的な視点に立って将来を見据

えた公共施設等の最適な配置の実現を目指すということで、それぞ

れ三つの項目を作っているところです。 

 本日の資料として、行政経営指針を配布しています。改めてご自

宅ででも、ご覧いただければと思うのですが、これらの取り組みに

ついて、それぞれ記載をさせていただいているところです。 

 ２番目、資料５の裏面に戻りまして、（２）の計画期間をごらん

ください。行政経営指針の計画期間は平成２９年度から３７年度ま

での９年間の計画となっています。なお、行政経営指針に記載して

いる内容で長期的な視点で取り組む必要があるものは、次の総合計

画の見直しに合わせて位置付けを検討します、ということになって

います。 

 続きまして（３）行政経営指針の目標数値ということになります。
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行政経営指針では目標を明確にしてわかりやすくするため、目標数

値を定めています。目標数値は今後の財政状況の推移や行政経営改

革の取組状況により随時、見直しすることとなっています。こちら

についての表がありますが、平成２７年、３２年、３７年というこ

の数字については、先ほど総合計画が１０年間の計画でして、白井

市では５年ずつの計画にしていますということをご説明させてい

ただきました。市の総合計画は２８年度から始まっていますので、

その前年度の年ということで、２７年が前期の当初の始まる前の年、

３２年度が後期の、後半の計画の始まる前の年、３７年度が最終年

度の最後の年ということになっておりまして、それぞれ目標数値を

設けているところです。 

 市の財政推計としては、２７年度を見ていただきますと、経常収

支比率、これは財政の弾力性についての数字ですが、市の使い道、

お金の使い道について、こちらの数字が低ければ低いほど、いろい

ろな政策などを行っている。これが高ければ高いほど、市の中の財

政が硬直化していると考えられていまして、例えば決まったものに

お金を使うことが、もう決まっていて、新たな取り組みはできない

場合、硬直性が高いということになっております。こちらは一般に

９０％以下が望ましいということになっていますが、平成２７年度

数値では、市になって初めて８８．６％と９０％を下回りました。

今までは９０％以上の数字であったのですが、平成２７年度は８８．

６％ということで、９０％を下回りましたので、３２年度、３７年

度においても９０％以下とすることを目標としています。 

 また、次は、真ん中の数字、財政調整基金ですが、こちらについ

てはざっくりといいますと市の貯金ということになります。現在、

市の貯金として、平成２７年度の時点では２３億円が市の貯金とし

てありました。こちらについては平成３２年度、３７年度について

も、２０億円をキープしていこうということになっています。今、

財政調整基金が２３億円あって、平成３２年度、３７年度について

は２０億円を準備していこうということで、一見すると、このまま

やっていけばいいのではないかというところだと思いますけれど

も。こちらについては、先ほどご説明したように、高齢化の進展な

ど市の中で大きく状況が変わってきていますので、これをそのまま

維持していくというのが目標ということになっています。 

 地方債残高については、これはいわゆる施設の建設などの借金と

呼ばれるものです。こちらについては、平成２７年度については１

６５億でした。３２年度、３７年度については２００億以下、９０

億円以下にしようという数値を持っています。１６５億の借金だっ

たのが２００億円以下にするというと、増えちゃっているじゃない
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か。というような話があると思いますが、こちらは既に庁舎の建設

などがありまして、平成２９年度については当初予算の状態で、地

方債残高については２００億円を超えて２０４億円ということに

なっていますので、これを３２年度までに２００億円にして、３７

年度までに１９０億円にしようということで、減らしていこうとい

う計画になっています。 

 続いて、行政経営指針の推進体制、計画に規定する推進体制につ

いてご説明させていただきます。先ほどから諮問の中でもご説明さ

せていただいたとおり、具体的な取り組みについてはこれから皆様

に作っていただく白井市行政経営改革の実施計画を策定し実施し

ます、ということになっています。白井市の行政経営改革の推進体

制は、市の職員でつくります市の決定組織である庁内組織の行政経

営戦略会議と、策定組織として職員のプロジェクトチーム、そして

庁外組織ということで、皆さんの行政経営改革審議会が担うという

ことになっています。 

 市は、これらの取り組みについては広報しろい、ホームページな

どを活用して公表していきます。これは、市民の皆さんの目に触れ

るような形でいろんな意見をもらいたいということで公表してい

きたいと考えているところです。 

 ちょっとわかりづらくなってしまいましたが、これまでの市の行

政経営改革については以上となります。質問等で、何かわからない

点がありましたら、教えていただければと思います。 

坂野会長    ご説明ありがとうございました。ただ今ご説明いただきました内

容につきまして、ご質問やご意見等ございますでしょうか。初めて

いろんなことが出てきてびっくりされている方もおられるかと思

いますが、まず何かご質問等ありましたら、ご意見でも構いません。

もしよろしければ片桐委員、いかがですか。 

片桐委員    ３の目標数値のところですけど、※印の２番目に、市の財政推計

では、とあって、平成３２年の財政調整基金残高は約６億円、とな

っています。これを２０億円まで増やすということですか。 

事務局（元田）   これ自体は当初の財政推計ということで検討しているのですが、

今現状、６億円よりもかなり多くなっておりまして、財調の金額は、

２７年度決算で２３億円ということになっています。 

伴委員    いや、この２番目の、平成３２年度の財政は６億と書いてあるの

は、この上の２０億円以上との違いは何ですか。 

事務局（元田）   こちらの総合計画を作った当初に、推計したところ、６億円にな

るという見込みでしたが、行政改革を進めて、更にこの行政経営指

針を進めている中で、当初の見込みよりも支出を抑えて、または歳

入が増えているということもありますが、その中で、差し引きで貯
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金を崩さないで済んだということです。 

片桐委員   とにかく精度がね、あまりにも差がある気がするのですけれども。

この当初見込みの６億円と目標数字の２０億円の差がありすぎる

のではないか。何でこんなことになっているのか、その理由を教え

てください。 

伴委員    じゃあ、タイムスケジュールでいくと、市の財政推計というのは

いつの時点。６億出たのは、いつの時点ですか。 

事務局（岡田）   平成２５年の決算をベースに作られています。 

伴委員    作ったわけですね。そのときに３２年度を見据えたら６億円ぐら

いだろうと言ったのですね。それが、ごめんなさい、何年でしたっ

け。 

事務局（岡田）   今、私がお話した平成２５年です。 

伴委員    ２５年ですね。では、この上の数字の３２年度の２０億円以上と

推定したのは、いつの段階ですか。 

事務局（元田）   今年の３月です。 

伴委員    そこの違いがあるわけですね。 

事務局（笠井）   正確に言いますと、この基本計画を作ったのが、ここに財政推計、

ありますね。このとき作った財政推計では３２年度末には、約７億

円に減少すると言っているのです。７億円に減るけれども、行政改

革をやって５億円、減らしましょうと。最終的には３２年度に１２

億円まで財調を維持しますと言っています。この６億円というのは、

これは恐らく、そうは言っても、今現在６億円以上ありますよ、と

いうことだと思います。ちょっと数字が入り組んでしまっているの

です。 

伴委員    入り組んだ数字をこの１行で説明せよというのは、理解しろとい

うのは無理だよ。 

事務局（笠井）   そうですね、無理ですよね。 

伴委員    これ、後でいいですよ。 

事務局（笠井）   いいですか。では後で。 

伴委員    実際にどういう段階で、どういう、この表の中の数字になったか

というのを、後日説明していただければいいかと。 

事務局（笠井）   一番初めに計画を作ったときには、平成３２年度は、１２億円し

か、もう貯金がなくなりますよと言っているのです。それは２５年

度の決算の状況を見て、当初いろんな事業をやっていくと、３２年

度までいろいろな事業、庁舎をつくったり給食センターをつくった

りすると、今の貯金が１２億円減っちゃいますよというふうに言っ

ています。それが書いてあるのが、この計画です。 

 さらに、その後、ある程度経過して、もう一度２８年度の決算を

いろいろ見てみますと、いや、そうは言っても実際は１２億円まで
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は減らないなと、２５年の決算時期には、新しい事業をやると、３

２年度までに１２億円しか残っていないというふうに出したので

すけれども。もう１回、２７年度の決算状況を確認して、財政調整

基金の状況を見てみると、１２億円じゃなくて、まだまだお金が残

っているということです。これは次回の会議のときに、今説明した

ことを時系列として数字でお見せします。口頭ではちょっとわから

ないですね。 

伴委員    その言葉を聞いてもわからない。 

事務局（笠井）   ちょっと難しいところなので、その数字を見せながら説明をさせ

てもらいます。 

伴委員   ご質問もそうだと思うのですが、つまり何が言いたいかというと、

３２年度の２０億というのが、目標たる数字なのですか、というこ

とですよね。 

事務局（笠井）   そうですよね。そんな、今２３億円あるのに、２０億で本当にい

いの、という話ですよね。実際はですね。 

伴委員    それと、下に６億と書いてあるから、余計わからない。 

事務局（笠井）   ６億は、今、言ったように、２５年度の決算の推計の１２億円と、

また２７年度を置き換えた推移です。 

伴委員    その時系列をちょっと。 

事務局（笠井）   そうですね。そこは次回のときに、今、言った数字の推計の流れ

を説明します。ただ、今の新しい推計でも６億円です。 

伴委員    ちょっと６億が、理解ができない。 

事務局（笠井）   難しいですね。６億が、２５年じゃなくて２７年に置き換えちゃ

うと、実際は１２億円なので、もう少しお金が残っていると。残っ

ているから、次、数字を出しますから、それは次回にまた数字を出

します。 

坂野会長    よろしくお願いします。もしかしたら、行革がうまくいったのか

もしれないということで、圧縮の効果があったのかもしれません。

いずれにしても、次回に今、片桐委員と伴委員のご質問に答えるよ

うな形でよろしくお願いします。では伴委員、お願いします。 

伴委員    一つ、資料６に３８項目の取組項目があるということで多分、こ

この右側の審議会とプロジェクトチームの役割として分けて、審議

会のほうがここの守備範囲で、赤い字で表記されている項目です。 

事務局（元田）   はい。後ほどで説明させていただきます。赤字の部分について審

議会、皆さんから意見をもらいたいというものです。残りは、ＰＴ、

プロジェクトチームの略ですが、そちらで審議したいと思っていま

す。赤い部分について皆さんに審議をいただきたいということを、

議題３でご説明させていただきます。 

伴委員   はい。 
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坂野会長    ほかに何かございますでしょうか。もしよろしかったら、せっか

くですから、この機会にいろいろお話を受けるのはいいと思います

が、本松委員、いかがですか。非常に、初めて出てくるような言葉

ばかりだったと思います。 

本松委員   まず言葉の意味からなので、まずは進めていただいて大丈夫です。 

坂野会長    よろしいですか。行政の用語というのは法学部の言葉と同じでご

ざいまして、非常に混乱するような言葉がたくさん出てまいります。

今回は事務局のほうで丁寧に言葉を使っていただいておりますが、

例えば総合計画というのは何度も出てきます。ところが次第に、も

しかしたら総計というふうに言うかもしれません。六大学の早慶で

はなくて、こちらは総合計画ということを普通に総計というふうに

皆さん使われるようになるので、法学でもよくあるように、非常に

特殊な略や、さまざまな言葉が出てまいりますので、何かあったら

その度に聞いていただければと思います。では山本委員、いかがで

すか。何かありますか。 

山本委員    だんだんわかってきました。 

坂野会長    ほかに何がございますでしょうか。例えばこれからの白井市の課

題ということで、例えば資料５のほうには、平成２８年度から課題

ということで、高齢化率というのは出ていませんが、高齢化の話が

出てきます。そういうことに踏まえて行政改革をしようということ

になっているわけでございますが。非常に白井市は、もしかしたら

優等生なんじゃないかなというふうに私は思います。多分、皆さん

は、この数値を見て、いや、わからないとおっしゃるかもしれませ

んが。例えば平成２８年度の高齢化の進行という、その人数と人口

減少ということで人口を見ますと、これ、間違っていたらすみませ

ん。だいたい白井市の高齢化率というのは２３％ぐらいですか。 

事務局（高山）   ２４．３％ぐらい。 

坂野会長    いいですね。ということで、非常に、全国的には２５％を超えて

いるかと思いますので、それよりは少ないという点では、白井市は

若い人が比較的、集まっている市の一つではないかなと思います。

そういうことで魅力のある市にしていくということで、市民自治の

まちづくり基本方針、これも市民参加についてですが、白井の方は

非常に意識が高いという現状がございます。 

 そして、その参加をもとに行財政というものを改革しているとい

うことを、事務局のお話しを聞かせていただきましたが、その成果

がこちらの基金、財調基金のほうに現れているというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。私があまり言うと、あなたがいるところ

から強く言っているのではないかと言われますので、取りあえず。 

伴委員    フリーで言わせていただくと、シルバーの活動をやったこともあ
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るのですが、高齢化率というのは、なだらかに上昇しているという

よりは急激に上昇する。これは白井市が人口の何割の非常に大きな

部分が、ニュータウンの計画で入ってきた世代がものすごく多いの

で、３７、３８年前、私も若かったと思うのですが、多分、相当、

急激ですね。 

事務局（笠井）   おっしゃるとおりで、昭和５４年にニュータウンの入居が始まり

ましたので、その層が非常に多いということで、高齢化率の加速と

いうのが早いのです。 

伴委員    そこがちょっと。 

事務局（笠井）   一番心配なのは後期高齢者もこれから一気に増えてきちゃうと

いう現象が起きると。 

伴委員    そういう実態と言うのですか、この１行でちょっとわからないと

ころは、もう少し、白井市の実態と言うのですか、財政についても

そうですし、人口の動態にしてもそうですし、それから商工関係の

動向と言いますか、それから税収の動向ですかね。将来動向ですか。

そこら辺をちょっとつかんでおかないと、私はどこにウエートをか

けていいかというのが難しいのかなという感じがします。 

事務局（笠井）   そうですね。それが一番初めに皆さんにお配りした行政経営のと

ころに、９年間の財政状況の推移と今後の見通しも入れてあります。

それで、財政の収入はどう変わってきているのか、今後どう変わっ

ていくのかの見通しも入れてあります。さっき伴さんに言われまし

た財政調整基金の関係ですけれども、ここにも、１５ページに詳し

い内容をちょっと入れてありますので、それを参考にしながらです

ね。やはり今までの９年間というのは右肩上がりで、いい傾向に行

っていましたけれども、これからの５年１０年というのは、やはり

厳しくなってきていると。高齢者も増えてきて子どもの数も減って

くるというような現状です。一方では、建物の老朽化で改修費がド

ーンと増えてくると。これも一番悪いのは、緩やかなものではなく、

ちょうど昭和５４年のニュータウンのまち開きで建物も全部出来

ていますから、一気にそれが、お金が掛かってしまうというのが白

井市の大きな特色です。 

坂野会長    ありがとうございます。いずれ人口減少であるとかそういった点

は、藤井委員の見識を非常に期待しているところでございますし、

それに基づく経営改革というところは宗和副会長のご意見を伺え

るかと思って期待しております。よろしくお願いいたします。ほか

に何かございますでしょうか。もしないようでしたら、また、その

ところで適宜質問していただければよろしいかと思いますので、議

題については以上ということにさせていただきます。もちろん、そ

の後にまたご質問等をしていただければと思います。 
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 続いて、議題の３になります。行政経営改革審議会実施計画の進

め方について、ということでございます。事務局のほうでご説明よ

ろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   では、先ほどの行政経営指針に基づいて作る実施計画である行政

経営指針、先ほど市長からの諮問１となりますが、こちらの行政経

営改革実施計画の策定の進め方について、具体的な説明をさせてい

ただきたいと思います。資料は、資料７と資料８、それと先ほどの

資料６を使わせていただきます。 

 では最初に資料７をごらんください。こちらに図を作らせていた

だきました。行政経営改革実施計画策定スケジュールということで

記載させていただいておりまして、左のほうに①ということで黒い

枠で囲んだもの、続いて右側に②ということでオレンジ色に囲った

もの、③ということでこちらのもので、同じように囲ったものがご

ざいます。白井市の行政経営改革実施計画は、この①行政経営指針

の取組項目、先ほどの資料６の３８の項目ということでお話があり

ましたが、伴委員からご質問ありましたが、３８の項目と、②とい

うことで、昨年度に廃止した行政改革推進委員からの提案項目、こ

ちらについては、今までのやり方になりますが、行政改革をしてい

くために、行政改革推進会議という審議会を持っていたのですが、

そちらの委員から、今後も取り組んでほしいことということで提案

されているもの、例えば一つは受益者負担ということで、使用料の

見直しがあります。使用料とは、施設などを使ったときに、お金を

支払って、施設を使っていると思いますが、そちらの使用料の見直

しをしてほしいというようなことがありました。このような行政改

革推進委員会の提案項目があります。 

 それと③として、本日お配りさせていただきました現行の行政改

革実施計画の、今日は中身については触れないですけれども、こち

らに今現在取り組んでいる行革の取り組みがあります。こちらにつ

いて今後も引き続き効果があるということで、取り組むとしていま

す。 

 この行政改革実施計画の策定に当たり、審議会は①の行政経営指

針の取組項目、これは３８個あるということを資料６で見ていただ

いたと思います。資料６をごらんください。そのうちこの赤字で右

側の審議会という行に○が付いたものは、全部で６個ございます。

この６個について、皆様に具体的な内容・アイデアなどを出してい

ただいて決めていただきたいというのが、まず審議会のところにお

願いする計画の策定の一つの流れになります。 

 具体的にこの赤字の部分を説明させていただきます。一つ目は、

「市民参加に資源提供という側面を加えながら、寄付や投資を通じ
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た地域活動支援を拓くなど、市民が市民を支えていく資源循環のあ

り方を模索します。」というものです。これは、指針の５ページに

書いてあります。内容としては難しいのですけれども、クラウドフ

ァンディングとかというのをお耳にされた方はいらっしゃると思

いますが、市民の寄付によってこういった活動を支援していこうと

いう取り組みが今、全国的に広がっています。インターネットなど

を使って、ゆかりのあるところや、取り組みに寄付をするというよ

うなものを取り組んでいますが、こういうことについて考えたほう

がいいのではないかというものです。 

 これは市が考えてつくるということよりも、市民が市民を応援す

るというようなことになっていますので、市民や、よその自治体と

か、そういうクラウドファンディングなどの情報に詳しい審議会、

この審議会の皆さんに検討していただいたほうが、市の職員が作る

よりもいいものができるのではないかということで、皆さんにこれ

のアイデアを頂きたいと思っています。 

 続いて、こちらについては基本方針１の３の①の次の赤字のもの

になりますが、「広報やＩＣＴ情報通信技術を活用した情報提供の

充実を図ります。」ということで、市の情報を提供するに当たって、

広報とかコンピューターなどを使って情報提供を図りたいという

ことになっています。今日は欠席いただいていますが、これについ

ては、本日お休みですが、日本大学の岩井委員がこちらの専門とい

うことです。この辺りについても情報を頂きたいということと、あ

と宗和委員のやられているところもこういう情報をいろいろ持っ

ていますので、この辺りについて専門的な意見をもらいたいと思っ

ています。そして、何よりもこういうのを受けるのは市民ですので、

市民の立場に立って、どういうものだったら市民としては見やすい

のか、わかりやすいのかというところについて、具体的なアイデア

をもらいたいと思っています。 

 同じく下の②になりますが、「出前講座、ワークショップなどを

開催し身近なところから情報の共有を図ります。」とあります。市

民と市の情報の共有というのをどういうふうにして進めていくか

ということについては、先ほど会長からもお話がありましたが、市

民参加推進会議というところで、白井市の中では検討しているとこ

ろですが、こういうのも含めて、また市民の皆さんから、どういう

ようなところであれば、市の情報などがわかりやすいのか、一緒の

情報を持てるのかということについて、アイデアをもらいたいと思

っています。 

 また３番の③の「行政課題を抱える市民等に対して、地域に関す

る情報をわかりやすく提供します。」ということで、こちらについ
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ては、市民は市役所との関係だけではなくて、市民は地域の中で生

きているというところもありますので、地域に関する情報というの

はどういうふうにしたら共有できるのか、わかるのか。例えば行政

課題を抱える市民等というのは、例えばいろいろな困り事をしてい

ても、市のほうとの連絡もあれば、地域との中でつながるというこ

ともあると思います。この辺りについても、例えば民生委員とかの

制度もありますが、この辺のつなぎの部分が、どういう形であれば

情報が共有されやすいのかということについて、検討いただければ

と思っています。 

 あと二つになりますが、続いての赤字のものが、基本方針２の自

立した行財政運営の①の効率的な行政組織の構築というところで、

「ＩＣＴなどを活用して情報をしっかりと整理し、行政組織内の情

報共有を徹底します。」というところです。こちらは情報通信技術

を使って、まずは行政組織の中の情報共有を図ったほうがいいので

はないか。こちらについては、白井市というのは情報共有が図られ

ているかどうかは、そもそも市の職員ではわからないというところ

もありますので、いろいろな情報を、よその、例えば皆さん、お仕

事先の、自分が勤めている会社と比べて市の行政情報は共有できて

いないのではないの、というところもあれば、また行政学者、坂野

会長とかも行政学者ということで、よそのところと比べて、こうい

うような行政の情報共有をやっているとか、その辺りについても議

論をいただきたいと思っています。 

 こちらの基本方針２の最後になりますが、歳出の抑制、①「事業

の見直しや統廃合、民間委託や協働などを積極的に進めます。また、

一定の費用でマンパワーの効率化を図るとともに再任用職員の能

力や知識を活用し仕事の効率化を図ります。」ということで記載を

させていただいています。この前段の部分ですね。事業の見直しや

統廃合、民間委託や協働などを積極的に進めますというところにつ

いては、アイデアと意見ということになると思いますが、白井市の

市民として生活をしている中で、「これは無駄だね」とか、例えば。

「こういうのとこういうのを一緒にやったほうがいいじゃないの」

という部分で、市民の感覚として、「ここを一緒にやったほうがい

いじゃないの」というところもあれば、白井市を行政として見たと

きに、「よそと比べてここが足りてないじゃないの。」というもの

です。先ほどの施設に関してお伝えすれば、市は、施設の管理運営

については、指定管理者制度を進めているところですけれども、他

の市町村では、民営化と言いまして、運営だけでなくて、その施設

そのものを市民に委ねてしまうというところまでやっているとこ

ろもあります。こういうところについては、基本的にここについて
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はアイデア勝負になると思いますが、こういうのをやったらどう、

というようなことを皆さんで検討していただければと思っていま

す。 

 この検討については、第２回、第３回、第４回の審議会、これは、

６月７月８月ということで入れさせていただきました。この３回の

審議会でアイデア出しをお願いしたいと思っています。 

 最終的な出来上がりとしては、資料８をごらんいただければと思

うのですが、資料８は計画書のイメージということになっています。

この資料８の波線の部分について、破線の中でも、現在の取り組み

とかというのは、今はまだわからないと思いますけれども、今後の

取り組みとしてこういうことをやったらいいじゃないかと、アイデ

アの部分について、皆様で気にしていただきたいと思っています。

また、実施内容としても、例えば、先ほどから、話をしていますが、

何かを削減するよといったときに、いきなり削減するのではなくて、

その前に、現状を調査する必要があるねとか、削減するためには、

こういうのを先にやったほうがいいのではないかと。いうことがあ

ると思います。その順番についても矢印で記載していますけれども、

この流れについても皆さんで検討していただければと思っていま

す。 

 こちらについては、第２回、第３回、第４回の審議会で、まずは

アイデア出しをいただきたい。それについては、具体的な内容は私

たちのほうで調べますので、そういうことで、皆さんの中で意見を

つくっていただきたいというふうに思っているところです。 

 資料７に戻っていただいてよろしいでしょうか。会議の進め方と

して、先ほどの図を見ていただきたいのですが、黒い四角で囲って

いる審議会のところで、行政経営改革指針の各取組項目について、

オレンジ色の枠で囲っているところになりますが、第１回の会議、

きょうになりますが、第２回、第３回、第４回で、先ほどの資料６

の赤字で書いたところについて、皆様に、資料８の枠のような形で

作っていただくというのを一つの成果という形にしていただきた

いと思います。これを８月中までにまとめていただくということが、

皆様にお願いする一つ目の仕事ということになります。 

 この後、これらを、この①と②と③をまとめたもので、９月に市

のほうで計画についての素案を作らせていただきます。審議会は市

長の諮問に基づいて、この①と②と③について取りまとめしたもの

について意見を頂きたいと思っています。 

 例えばこの内容、これについては皆さんが作っていただいたもの

以外については、市の職員がプロジェクトチームで作るということ

で先ほどご説明させていただきましたが、この内容の意味ではわか
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らないとか、この計画を実行するにはこういうことが最初に必要な

んじゃないかとか、その辺り、大局的なところから、１０月を予定

していますが、第５回、第６回の会議で、皆様に計画の素案につい

ての調査・審議を行っていただきたいと思っています。 

 その後、審議会の審議結果を踏まえて、市は計画素案を見直した

上で決定し、計画素案について市民に対して公表し、広報などで公

表して、パブリックコメントということで、広報などで、こういう

のはどうですかということでお示しする中で、市民全体から意見を

頂きたいと思っています。これは１２月に予定しています。 

 その後、１月になりますが、市はパブリックコメントの結果を踏

まえて計画素案を見直し計画案にします。それで１月に、皆様に、

審議会に計画案を示して、審議会は計画案について調査審議をし、

結果を市長に答申します、ということで第７回会議、１月のこのオ

レンジの部分ですね。こちらが第７回会議ということになっていま

す。 

 その後、市は審議会の答申を踏まえ、計画案を見直し、計画とし

て決定するということになっています。 

 今回の計画の策定に当たり、皆様にお願いしたいところは、審議

会の役割というのはオレンジ色で示した部分になりますが、第１回

としては、本日の会議で、概要についてご説明させていただいてい

ます。第２回、第３回、第４回で市民の視点や有識者の視点に基づ

いて、具体的なアイデアを出してもらう。６個の項目についてアイ

デアを出してもらって、８月中にまとめるというのを、まず一つの

皆様にお願い、計画の策定に当たってお願いしたいところです。 

 その後、第５回、第６回、それと第７回になりますが、計画全体

が出て、そろった中で、皆さんの中から、この辺りは違うのではな

いか、こう推進した方が良いということでご指摘、ご意見を頂きた

いというのが、こちらの第５回、第６回、第７回でやっていただき

たいところです。 

 皆様には、二つの役割をお願いしたい。一つはアイデア出しを出

していただいて、具体的な内容を検討としてもらうのと、もう一つ

は計画全体についてご意見を頂きたい。個別の内容でも結構ですけ

れども、これについて、作ってきたものに対して意見を頂きたいと

いうのが、この計画の策定の進め方ということになっています。事

務局からの説明は以上となっております。 

坂野会長    ご説明ありがとうございました。ただ今ご説明いただきました内

容について、ご質問やご意見ございますでしょうか。では藤井委員、

よろしくお願いします。 

藤井委員    ちょっと確認ですけれども。今ご説明いただいた３８項目のうち
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の６項目について、この審議会では具体的な計画を実施計画の一部

として３カ年計画を策定するということが一つですよね。それで、

評価項目、評価方法の検討というのも、この審議会の諮問の内容だ

と思うのですけど。その評価方法も６項目だけを行うことになるの

でしょうか。 

事務局（元田）   評価方法については、全体についての評価ということになります。 

藤井委員    ３８項目全部についての評価ですか。 

事務局（元田）   はい。今後していただくのですが、評価方法の、具体的にはこの

計画書の中に、これについて、資料の８になりますが、資料の８に

書いてあることに、自分たちが評価するときにこういう項目があれ

ば評価はできるよというような形のものを頂きたいと思っていま

す。その意見を踏まえて、この資料８の、これもイメージという形

で作らせていただいていますけれども。例えば、今は資料８にはあ

りませんが、コストとして、どれだけ市がお金を掛けているか、こ

の中ではわからないよということであれば、そのコストを調べる項

目を作ったりとかして、ここを充実させていただくことで、皆さん

が、２年後に評価したときに評価できるような形の資料になる形で

作っていきたいと思います。 

藤井委員    ６項目に限らないということですよね。 

事務局（元田）   限りません。評価についてはすべての項目について評価を頂くこ

とになりますので、先ほどの５回、６回、７回の審議と、あと８回

の会議の予定を入れていますけれども、この４回で、その辺りをイ

メージしながら、ご意見を頂きたいというふうに思っています。 

藤井委員    ありがとうございます。ちょっと続いていいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

藤井委員    評価というと、行政評価の場合、やはり数値目標を挙げることが

とても多いのですけれども。数値目標だけに限らない場合もありま

すか。その場合、評価はとても難しいと思うのですけれども。 

事務局（元田）   そうですね。でも、個別のもので具体的なものというよりも、皆

さんが見たときにわかりやすいというところになってくると思う

ので、あまり細かく書くことを目的とはしていないのです。どこま

でやるかというのは多分、皆さんの中で話をしていただいてという

ことで考えていますが、市の中では一つの取り組みについてＡ４サ

イズの１枚ぐらいでイメージできるほうが、ほかの市民も見やすい

だろうということで考えています。専門家に向けてやるのも当然、

大切ですけれども、市民がやっているというところも大切なので、

そこについては話し合いの中で、という形ですね。 

藤井委員    そうですね。 

事務局（笠井）   評価というのは多分、２種類あると思うのですね。数値目標で表
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す評価のデータ評価と、あとは感じ方というのもあると思うのです。

この辺をどうやって組み合わせていったらいいかと考えているの

ですけれども、ただ、数字だけを追っていれば、実際、市民が感じ

ていることが違っていることがありますから、それを皆さんのほう

で、市民感覚と専門家の視点で、評価の視点はこういうふうな部分

があったらいいということの意見を出していただこうと思ってい

るのです。 

坂野会長    ありがとうございます。 

藤井委員    大きな課題ですね。 

事務局（笠井）   そうですね。 

坂野会長    非常に難しい話になってまいりましたが、あえて言うならば、わ

れわれは定量化と言いまして、数値に置き換えをするというので、

数値で見えるものがあります。逆に定性化と申しまして、満足度で

あるとか、文字に書いて形にするという、そういうものもあるわけ

ですね。その二つが今、非常に混ざり合っていまして、藤井委員の、

まさにおっしゃるところが、非常に難しいというところでございま

す。 

藤井委員    チャレンジングですね。 

坂野会長    そうですね。ですから、満足度であるとか何を基準にするかとい

うのは難しいので、またそのときにはぜひ副会長と藤井委員にお話

を伺いながら進めていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。もちろん今回は市民公募になっておられますが、片桐委員にも

そのときにはいろいろご意見をと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

片桐委員    僕からちょっと意見だけ言わせてもらうと、評価するポジション

によって、立場によって全然違ってくるのですね。客観的に第三者

的に見た評価と、受益者側から見た評価は全然違うでしょう。だか

ら、市民から見た場合はいいけれども、外から見た場合、何やって

いるのだということになるだろうし、逆もあるだろうし。そこら辺

はどういう文章になるのですか、この審議会は。 

坂野会長    もしかしたら事務局のほうで、正しいかどうかというのを判断し

てもらえばいいと思いますが。恐らくそれを含めて、こちらで決め

てくださいという話ですよね、きっと。 

伴委員    市民の視点になる評価なのか、代表者機関としての評価なのか、

そこも含めて、二つ含めてと思っているのですよ。行政評価という

のをやっちゃうと、どうしても、自分たちでこの事業をやったとい

うだけで評価しちゃうのですよね。 

片桐委員    それは自己満足です。 

事務局（笠井）   自己満足の評価になっちゃうのですね。それが本当に成果として
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市民がどう捉えて、どう感じているかということは、やっぱり大事

なことじゃないですか。それがないから、やめられない部分がある

のですね。 

片桐委員    だから市民ベースだとそうだけれども、どうして受益者という立

場が出てきてですね。 

事務局（笠井）   ありますね。当然それはあると思います。 

片桐委員    これでいいじゃないか、となっちゃうのです。本当の話、それは

無駄だろうと言いたいのだけど、それはなかなか難しいですよね。 

事務局（笠井）   おっしゃるとおりです。行政経営ですから、受益者負担という評

価もあります。これがないと単に、ただ何でもいいということにな

りますから、やはり何かやるときにお金が掛かっていますので、そ

のお金が適正かということも含めて評価をやらなければ、経営とは

いかないと思うのですね。 

片桐委員    通常、経営というのは、企業経営の場合は簡単でして、利益が上

がったかどうかということと、コストがどれだけ掛かったかという

ことで、割と強引に評価ができるのですけれども。行政の場合は、

それだけではできない。むしろマーケットが応じられない部分があ

るから、行政でやっているのだということですね。 

事務局（笠井）   そうですね。 

片桐委員    そこらをどうするのですかね。どうしようと思っていますか。今

日はいいですけれども、いずれ聞きたいです。 

事務局（笠井）   おっしゃるとおりで、今までやってきたのは、行政というのは当

然、コストが掛かるのだと。要するに弱い人の立場に対して行政対

応しているという、それであまりコスト意識がなかったのです。で

も、それはもうこれからは違うだろうと。やはり受益者負担という

ことも含めた評価をやっていかなければ、いつになっても、事業と

いうのはなかなか見直し、やめることができないということで、そ

の辺も少しご意見を頂きながら、どういうふうに、行政体の性格を

持ちながら評価がいいかということも、勉強しながら決めていこう

と思っているのですけれども。非常に難しい宿題をやっていかなけ

ればいけないと思っています。 

伴委員    一つだけいいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

伴委員    当初の審議会の目的が、従来のやり方とは違ったことを考えてく

ださいというのがあるとすれば、評価というのは、当事者評価と受

益者評価と、当然、行政からの評価と、数値的な評価はちょっと置

いといて、それは当然、現実に出てくるわけですけれども。それに

附帯したそれぞれの立場の評価を併記すべきじゃないかなという

感じがするのですね。それで、立場によってそれが成功したとか失
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敗したとかというのは当然あるわけで、すべてが同じ答えにならな

いとすると、全部併記すべきだと思うのですね。その併記のポイン

トの見方をどこに置くかというのは、ちょっと重要な問題だと思う

のですけれども。それはどうも必要ないような、従来の、というと、

最初にお金が出てきたように、多分、お金では評価できない部分を

われわれは今、求められているのかなという感じがしますね。 

藤井委員    いいですか。 

坂野会長    どうぞ。 

藤井委員    本当にそのとおりだと思っておりまして、今までいろいろな自治

体のこういう行政評価にかかわって参りましたけれども、やはり一

つの側面だけからの評価がとても多かったのですね。なので、今お

っしゃっていただいたみたいに三つの視点からを併記して、この視

点からはこうだ、この視点からはこうだというのを総合的に勘案す

るのはとても面白いのではないかと思うのです。 

 もう一つ私が付け加えるとすると、やはりタイムスパンですけれ

ども。白井市は先ほどおっしゃったように、一度に多くの人間が流

入してきましたので、実は多分、２０７０年ぐらいに一気にガッと

人口が減ることになると思います。２０６０年ぐらいから２０７０

年ぐらいにかけて、ものすごく死亡が増えてくるのですね。そのと

きに乗り越えられないと、もう２万人、３万人のレベルになってし

まうと思うのですね。 

 そのときまでもタイムスパンに入れるのか、そうではなくて、そ

の手前の１０年ぐらいの短いスパンで、私はやはり１００年ぐらい

のスパンで見てしまうので、１０年２０年は短いのですけれども。

でも１０年ぐらいで見たときに成功なのか。でも、この５０年で見

たときに、これは失敗なのか成功なのかは、やはり時間軸によって

も成功と失敗というのは違うのかなと思うのですね。なので、みん

なが持続可能なまちづくりといった場合に、どこまでが持続なのか

というのは、実はとても気になっているところなので、ちょっと皆

さんと一緒に議論を深めながら勉強をしてきたいと思っています。

郊外地域の持続性というのは多分、１００年後に生き残っている郊

外は幾つあるかなと思うのですね。白井市は生き残っていると思い

ますけれども。 

伴委員    おっしゃるとおりで、私、この資料を読んだときに一番聞いてい

たのはそこですね。今回、先ほどのご説明で３７年まで、え、この

スパンでいいのかなというのがあるのだけれども。 

藤井委員    そうですね。 

伴委員    実際の実施計画を立てるとなると多分、ここぐらいまでしか読め

ないのかなと。 
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藤井委員    そうですね、多分。 

伴委員    そうすると、どっちがベースですかというのが、これからの。 

藤井委員    課題ですね。 

伴委員    われわれの答えをどこに置くのかなという話になるだろうと思

うのですね。 

事務局（笠井）   基本的には、この平成３１年度のベースまでです。ただ、平成３

１年度までで解決できない問題がいっぱいあるわけです。そこは次

の視野には入っていますけれども、取りあえずは今の第５次総合計

画を何とかお金の面からでもちゃんと実現させていこうというこ

とが前提条件にありますので。その先の構造改革までは、恐らく次

のテーマとしてやっていきたいと思っています。 

藤井委員    まずはここをまとめたということですね。 

伴委員    お話は、それでは間に合わないのではないかという。 

藤井委員    そうと思っていますけど。 

伴委員   つまり１０年たったら遅いよと。今から考えなくちゃいけないよ、

ということですね。 

事務局（笠井）   だから、今からやれるものはどんどんやっていきます。 

藤井委員    タイムカプセルみたいに、何か埋め込んでいけるものは、やはり

埋め込んでいくべきだと思うのですね。 

事務局（笠井）   そうです。当然、短期的にできるものと、急激にやらなきゃいけ

ないものと、長期的なものがあります。ただ、もう、何しろ９年間

である程度、ここに残っている３８項目というのはすべてやり尽く

したいと思っているので。 

伴委員    一ついいですか。 

坂野会長    はい。 

伴委員    これから出てきて、本日の議論の段階じゃないだろうと思います

が、先ほどの資料７の、７回の会議をやるというのはわかりました。

②のところで、行政改革推進委員からの引き継ぎの提案事項がある

というのも、おいおい出てくるのでしょうけれども。根本的に変え

たことを考えてくれというのはわかったのだけれども、まずご担当

のほうから見て、新しい行政経営改革とは何かという、その柱がな

いのですね。こういう言い方をすると、ちょっと難しいですかね。 

坂野会長    今すぐというのは、なかなか厳しいと思うので、次回にまで、申

し訳ないですけど、次回に宿題としていただいたほうがいいかもし

れませんね。 

伴委員    それをちょっと考えて、どこかで、よって立つスタンスを決めな

いと多分、従来どおりになってしまう恐れがあるかなという感じが

します。すみません、難しくて。 

事務局（元田）   いいですか。 
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坂野会長    どうぞ。 

事務局（元田）   今、柱がないというお話でありましたけれども、今回の行政経営

改革実施計画を皆様に検討していただく中で、今の段階で考えてい

るところとしては、一つは役割分担の見直しという部分があると思

います。今まで市がやっていたのを、市がやらなくするというだけ

ではなくて、誰がやるのかという部分の役割分担の見直しというの

が一つです。あともう一つが、皆さんに特に考えていただきたいと

ころになりますけれども、白井市の中では先ほどからＩＣＴの活用

という表現を使っていますが、仕事のやり方を変えていくのに、今、

多くの民間企業ではコンピューターを使って、ずいぶん集約化をし

てきているところがありますけれども、行政の部分というのは、ま

だまだ集約が図れていないところがあります。この辺りについては

特に皆さんに、いろいろなお仕事などをされている中で、これは何

か、市のやっていることは非効率だよねというところを多分感じて

いることもあると思うので、その辺りについて頂ければと思ってい

ます。 

事務局（笠井）   伴さんがおっしゃったことですが、この計画で書き出していない

ということですかね。こちらとしては書いているつもりですが。 

伴委員    それがわからないので、全部読んだのだけれども。 

片桐委員    資料にあるように基本方針があると思うのですよ。 

事務局（笠井）   そうです。この基本方針が柱だと思っているのですが。 

坂野会長    それですよね、多分。 

片桐委員     そういう印象だったのですがね。 

事務局（笠井）   そうです。今までの行政改革というのは多分、お金をできるだけ

削減するということ、だったのですけれども。今回はお金を入れる

前に、行政として何をすべきか、市民とのかかわりをどうするべき

かということを一番初めに置いて、これに基づいて、行政サイドの

あり方というのを聞いていて、最後にやはりハード物の公共施設を

どうやってこれから維持するか、再編するかということを書いてい

ます。これが来方針となっておりまして、これが今回の自分たちの

柱だと思っているのですけれども。 

伴委員    ちょっとごめんなさい。柱という言い方がちょっと違うかもしれ

ませんが、先ほどのご意見で、例えば白井市の人口はどんどん減る

のですよね。 

事務局（笠井）   減りますね。 

伴委員   何十年後かに。そこはきちっと押さえましょうということなのか、

この１０年を考える上でね。 

事務局（笠井）   はい、そうです。 

伴委員    あるいは財政の健全化というところの最低の数字は、ここを確保
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しましょうということなのか。それから行政と市民とのかかわり方

は、今おっしゃったように、できれば市民がやることをやってくだ

さいよというふうにドライにする。ドライで行政を小さくするとい

うことなのか。その視点がどこにあるかによって、よって立つとこ

ろの答えは全部違ってくると思っているのですよ。これ、ずっと何

回か読んだのだけれども、そこが全然見えない。 

事務局（笠井）   前提条件は、これから人口が減りますから、コンパクトになって

くるだろうと、これがもう前提です。コンパクトに合った仕組みを

つくっていきたい。それで、先ほどからいわれている市民自治も、

そういう関係です。行政がやるべきものと市民がやるべきこと、市

民と行政と一緒にやることをまず決めていこうと。さらに、コンパ

クトに合った行政サービスのあり方、行政の誰がやったらいいかと

いうことをやっていこうと。で、最後はハード物でのコンパクトな

施設の再編につながっていきます。 

坂野会長    ありがとうございます。 

事務局（笠井）   ９年ではすぐ結果は出ないですから、そこはもう３０年４０年先

のことが入ってくると思います。 

坂野会長    恐らく今、総務部長がおっしゃっておられる話というのは、総合

計画までさかのぼるような話になっているかと思いますので、もし

よろしければ、初めての方もおいでだと思います。ぜひ、やっぱり

行政とは何か、と思っていらっしゃる方もいらっしゃいますので、

事務局には申し訳ありませんが、総合計画を踏まえたそういった行

政改革のあり方と、白井の立場ですね。そういうのをぜひお話いた

だければと思います。 

 私としては参加のまち白井ということで、それが核になっている

のではないかなと勝手に思っていたわけでございますが。そういう

意味ではしっかりと事務局のほうからお話を次回、少ししていただ

ければと考えております。伴委員、それでよろしいですか。伴委員 

わかりました。 

坂野会長    一応、時間のほうも迫ってまいりましたので、質問等、特にある

という方がおられましたら、ぜひ。副会長、何かありますか。 

宗和副会長    正直申し上げて、まだはっきりとピンとは来ていないのですね。

ちょっと回答を得たいと思うので、今でなくていいのですけれども、

ちょっと意見だけ言わせていただくと、総合計画の体系があって、

こういうことをやっていきますよということが一つある。ちょっと

言い方は失礼かもしれませんけど、わかりやすく言うと、そこには

メニューが書いてあると。それに対して、それを実行するためには

今回策定の経営指針と、それの実施計画というものがあって、その

二つがそろって初めてやることと、やるべきことと、やる推進力が



- 38 - 

 

あるから、車の両輪としてうまくいくだろうということだと思うの

ですけれども。そういう考え方に立てば、今後、白井市の人口が減

少するとか、施設の老朽化があるというような非常に大きな課題が

あるにもかかわらず、われわれが出せる回答というのが、やること

が決まっているのだから、それを推進する方向の評価しかできない。

もっと頑張りなさいという方向の評価しかやれないのではないか

なと。果たして、こういうのは、やらなくてはいいのではないかと

いうような評価というのは、一方では総合計画、もうあるのだから、

評価しづらいのではないかなというのがちょっと気になっていて。

その辺がちょっとまだ、どうやって進めていったらいいのかわから

ないところですけれども。 

坂野会長   今日は最初ですから、もしあれでしたら、次回しっかりとやって

いただければと思います。 

宗和副会長    そうですね。別に今度で回答は、結構でございます。 

坂野会長    では事務局のほうで次回よろしくお願いいたします。時間のほう

が迫ってまいりましたので、もうそういうので、取りあえず議題３

については以上にいたしまして、次回こういった話も説明をさせて

いただきたいと思います。 

 では議題４、会議のスケジュールという話に進めさせていただき

ます。そこで会議のスケジュールでございますが、事務局のほうで

ご説明、まずよろしくお願いいたします。 

事務局（元田）   では資料９をごらんください。議題４、会議の開催スケジュール

でご説明をさせていただきます。今年度はこちらの会議開催日程

（案）に示したとおり、あと７回の会議を予定しており、そのうち

計画策定に６回、評価に１回の会議を予定しています。本日は１０

月までに行います第６回会議までの日程を決めたいと思っており

ます。事務局の案としては、日程についてということで記載させて

いただいておりますが、会議は１回当たりだいたい２時間、平日の

日中または夜間６時半からとし、原則すべての委員の都合の良い日

とする。第２回から第４回、先ほどアイデア出しをお願いしたいと

いうところでお話しましたが、資料の作成や委員それぞれが検討す

る時間が必要なため、各回の開催期間については、１カ月程度の感

覚があったほうがいいと考えています。 

 なお、第４回の審議会が８月中に終わる日程であれば、今回６月

上旬、７月上旬、８月上旬ということで記載しましたが、そちらに、

必ずしもやることではないのですけれども、８月までに終わってい

ただきたいというのが１点です。第５回、第６回は全体についての

議論ということになりますので、継続した内容となりますので、１

０月中に行っていただくことになりますが、第５回、第６回は同じ
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ような日程、近い日程で決定していただければと思っています。 

 会議開催については、事務局の案ですが、こちらのところで皆様

にご意見頂ければと思っているところです。 

 

   ※議論の結果以下のとおり決定 

   【会議日程】 

   第２回会議 ６月１６日（金）１８時３０分から 

   第３回会議 ７月１４日（金）１８時３０分から 

   第４回会議 ８月４日（金）１８時３０分から 

   第５回、第６回会議は、１０月開催することし、次回以降決定する。 

   会場については、事務局から連絡をする。 

 

坂野会長    ありがとうございます。では、本日の議題は以上となりますけれ

ども、特に何か最後にお話したいという方はおられますか。大丈夫

ですか。遅くなりましたが、本日は慎重審議、どうもありがとうご

ざいました。特になければ、本日の議題は終了させていただきたい

と思います。ご協力ありがとうございました。 

 それでは事務局のほうで、何か連絡事項がありましたらお願いし

ます。 

事務局（笠井）   次回までの宿題は、また追ってご説明いたします。 

坂野会長    よろしくお願いします。お手数掛けます。では本日はこれにて終

了させていただきます。どうもありがとうございました。 

一同    ありがとうございました。 

 

会議終了 午後８時４０分 


